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J 国民健康保険税の滞納に関する情報発信   下線部は、木更津市ＨＰより、丁寧にまたは、わかりやすく掲載されている部分 

四街道市 HP 木更津市 HP 船橋市 HP 
理由なく国民健康保険税を滞納すると、以下のよ

うな措置がとられることがありますのでご注意

ください。 

 

1 納期限を過ぎると、督促が行われます 

延滞金などを加算される場合があります。 

 

2 それでも納めないと、短期被保険者証が交付

されます 

短期被保険者証とは、通常の被保険者証より有効

期間の短い被保険者証です。ひんぱんに窓口での

更新手続きが必要になります。 

 

3 納期限から 1年を過ぎると、資格証明書が交

付されます 

資格証明書とは、国民健康保険の被保険者である

ことを証明するものです。被保険者証は窓口に返

さなければなりません。お医者さんにかかったと

き、医療費はいったん全額自己負担となります。 

 

4 納期限から 1 年 6 ヶ月をすぎると、国民健

康保険の給付（療養費、高額療養費、葬祭費など）

の全部または一部が差し止められます 

 

5 それでも納めないでいると、差し止められた

保険給付額から滞納分が差し引かれます 

上記の滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処

分を受ける場合があります。 

40歳から 64歳の方は、介護保険についても制

限を受ける場合があります。以上の措置がとられ

ても、その間の国民健康保険税の義務はなくなり

ません。 

特別な事情もなく保険税を滞納すると？ 

 

納期限を過ぎると督促が行われます。延滞金など

を徴収される場合がありますので、速やかに納め

ましょう。 

 

それでも納めないでいると、通常の保険証の代わ

りに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付さ

れる場合があります。 

 

納期限から 1 年間を過ぎると、保険証を返して

いただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交

付されます。 

 

この場合でも、医療機関等で診療を受ける際には

必ず「被保険者資格証明書」を提示してください。

そうすると、診療費はいったん全額自己負担とな

りますが、後で保険給付分については保険年金課

で、申請する事ができます。（申請方法は、お問

い合わせください。） 

 

但し、申請できるのは支払後 2 年間が期限とな

っていますので、期日には十分ご注意ください。 

 支払いが遅れると納期限までにお支払いが

ないとき 

翌月 20日頃督促状が発送されます。発送月

末日が納期限となっていますので指定の銀

行またはコンビニエンスストアで納付して

ください。 

口座振替でお支払いの方は納期限日に残高

がないと再度振替えることはできません。督

促状にて納付してください。 

 

 さらに経過してもお支払いがないとき 

催告書が発送されます。指定の銀行またはコ

ンビニエンスストアで納付してください。 

滞納が続くと 

保険料に延滞金が加算されたり、保険証の有

効期限が短い「短期被保険者証」になったり、

医療機関で医療費を一時的に 10 割全額負

担していただく「資格証明書」になったりす

ることがあります。 

 

 延滞金 

納期限の翌日から納付日までの期間の日数

に応じて船橋市国民健康保険条例に基づい

た割合により計算した金額となります。 

 

 短期被保険者証 

保険料の滞納がある場合に、翌年度の保険証

の有効期限を短縮した保険証を交付します。

これを短期被保険者証といいます。短期被保

険者証は、有効期限前に納付相談や納付をし

ていただき保険証の更新を行います。有効期

限以外は通常の保険証と同様の扱いとなり

ますが、有効期限経過後の医療費はいったん

全額自己負担となる場合があります。 

 資格証明書 

短期被保険者証交付世帯で、納期限から 1年

を経過しても滞納を続けている場合には、短

期被保険者証に替えて被保険者としての資

格だけの証明を交付します。これを被保険者

資格証明書といいます。資格証明書で診療を

受ける場合は、医療費をいったん全額自己負

担していただき、後日、申請により給付を受

けていただきます。 

 

 納付が困難なとき 

遡及加入等で各期の保険料金の支払が困難

な場合は、分割で納付していただくこともで

きますのでお早めにご相談ください。 

 

 債権管理課への収納業務の移管 

船橋市では「債権管理課」を設置し、公金の

滞納額の縮減を図っています。 

このため、完納の見込みがない場合、「債権

管理課」に国民健康保険料収納業務を移管

し、未納国民健康保険料徴収のため、財産調

査をしたうえで、差押えの処分（預貯金、不

動産、給与等）を行うことになりますので、

ご承知おきください。 

 

 保険料を滞納しつづけると支払い計画も大

きい金額になります。 

納付相談は国民健康保険課で随時受付けし

ていますので早いうちにご相談下さい。 

納付相談場所   

市役所 1階国民健康保険課 

納付相談時間  月曜日～金曜日 

（祝日を除く午前9時～午後5時） 
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